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【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

４ 漁業法の規定に基づき徳島県海域における

いせえびかご漁業及び類似漁業の操業の禁

止について指示する件



徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
Ｚ
Ｅ
Ｖ
・
蓄
電
池
等
導
入
事
業
費
補
助
金
（
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
）
事
務
局
運
営
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
生
活
環
境
部
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
社
会
推
進
課
脱
炭
素
推
進
室

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ネ
オ
ビ
エ
ン
ト

板
野
郡
北
島
町
太
郎
八
須
字
西
ノ
瀬
三
四
番
地
八

五

契
約
金
額

四
千
四
百
七
十
九
万
九
千
七
百
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
二

十
四
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
藍
住
西
店

所
在
地

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
長
江
傍
示
七
十
二
番
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地

五
味

肇

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地

五
味

肇

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
七
年
一
月
十
四
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
六
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要

届
出
事
項

概
要

施
設
の
配
置
に

駐
車
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

関
す
る
事
項

収
容
台
数

六
九
台

駐
輪
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

三
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

一
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

管
施
設

容
量

一
六
・
五
六
立
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
運
営
方

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
九
時

法
に
関
す
る
事

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
十
時

項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

で
き
る
時
間
帯

駐
車
場
の
自
動

出
入
口
の
数

二
箇
所



車
の
出
入
口

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

間
）

二

届
出
年
月
日

令
和
六
年
五
月
十
三
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
藍
住
町
建
設
産
業
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
四
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
藍
住
町
建
設
産
業
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
適
性
検
査
及
び
講
習

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

適
性
検
査
及
び
講
習
の
対
象
者

令
和
三
年
に
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
た
者

二

適
性
検
査
及
び
講
習
の
日
時
及
び
場
所

会
場
名

日

時

場

所

徳
島
会
場

第
一
回

令
和
六
年
七
月
四
日
（
木
曜
日
）

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
徳
島
合
同
庁
舎

第
二
回

同

五
日
（
金
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
三
回

同

十
一
日
（
木
曜
日
）

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
福
原
字
平
間
四
五

二

―

午
後
一
時
か
ら

上
勝
町
福
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

第
四
回

同

十
二
日
（
金
曜
日
）

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
三
溪
字
古
川
三

二

―

午
後
一
時
か
ら

勝
浦
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

第
五
回

同

十
七
日
（
水
曜
日
）

板
野
郡
上
板
町
七
條
字
経
塚
四
二

午
後
一
時
か
ら

上
板
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

第
六
回

同

十
九
日
（
金
曜
日
）

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
七
枚
一
二
八

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
鳴
門
合
同
庁
舎

第
七
回

同

二
十
四
日
（
水
曜
日
）

小
松
島
市
横
須
町
一

一
―

午
後
一
時
か
ら

小
松
島
市
役
所

第
八
回

同

二
十
六
日
（
金
曜
日
）

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
徳
島
合
同
庁
舎

第
九
回

同

三
十
一
日
（
水
曜
日
）

名
西
郡
神
山
町
神
領
字
中
津
一
三
二

午
後
一
時
か
ら

神
山
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

第
十
回

同

八
月
二
日
（
金
曜
日
）

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
徳
島
合
同
庁
舎

第
十
一
回

同

五
日
（
月
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
十
二
回

同

六
日
（
火
曜
日
）

吉
野
川
市
川
島
町
宮
島
七
三
六

一

―

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
吉
野
川
合
同
庁
舎

第
十
三
回

同

七
日
（
水
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
十
四
回

同

八
日
（
木
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

阿
南
会
場

第
一
回

同

七
月
九
日
（
火
曜
日
）

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七

一

―

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局

美
波
庁
舎

第
二
回

同

十
一
日
（
木
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら



第
三
回

同

十
二
日
（
金
曜
日
）

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
和
無
田
字
マ
ツ
ギ
四
〇

午
後
一
時
か
ら

那
賀
町
木
頭
文
化
会
館

第
四
回

同

十
三
日
（
土
曜
日
）

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部

阿
南
庁
舎

第
五
回

同

十
五
日
（
月
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
六
回

同

十
六
日
（
火
曜
日
）

那
賀
郡
那
賀
町
小
浜
一
五
一

午
後
一
時
か
ら

那
賀
町
役
場
上
那
賀
支
所

第
七
回

同

十
八
日
（
木
曜
日
）

那
賀
郡
那
賀
町
和
食
郷
字
南
川
一
〇
四

一

―

午
後
一
時
か
ら

那
賀
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

第
八
回

同

二
十
日
（
土
曜
日
）

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部

阿
南
庁
舎

第
九
回

同

二
十
一
日
（
日
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
十
回

同

二
十
三
日
（
火
曜
日
）

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
杉
谷
七
三

午
後
一
時
か
ら

阿
波
海
南
文
化
村

美
馬
会
場

第
一
回

同

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局

美
馬
庁
舎

第
二
回

同

二
十
四
日
（
水
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
三
回

同

三
十
日
（
火
曜
日
）

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
一
四
五

一

―

午
後
一
時
か
ら

三
好
市
役
所

第
二
分
庁
舎

第
四
回

同

三
十
一
日
（
水
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
五
回

同

八
月
五
日
（
月
曜
日
）

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
三
三
六
〇

午
後
一
時
か
ら

東
み
よ
し
町
役
場

第
六
回

同

七
日
（
水
曜
日
）

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局

美
馬
庁
舎

三

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
各
々
の
適
性
検
査
及
び
講
習
の
日
の
十
日
前
ま
で

四

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
先

対

象

者

提

出

先

徳
島
会
場
で
適
性
検
査
及
び
講
習
を
受
け
よ
う
と

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

す
る
者

徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局

阿
南
会
場
で
適
性
検
査
及
び
講
習
を
受
け
よ
う
と

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

す
る
者

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部

美
馬
会
場
で
適
性
検
査
及
び
講
習
を
受
け
よ
う
と

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

す
る
者

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

桑
野
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

江

口

幸
次
郎

江

口

幸
次
郎

阿
南
市
桑
野
町
大
地
四
八

同

井

口

善

雄

井

口

善

雄

同

鳥
居
前
一
―
二

同

幸

田

康

弘

幸

田

康

弘

同

岡
元
二
五
―
一

同

鎌

田

美

信

鎌

田

美

信

同

尾
花
一
○

同

村

上

明

美

村

上

明

美

同

中
富
一
○
四
―
二

同

丸

山

憲

男

丸

山

憲

男

同

内
原
町
中
分
三
○

同

吉

本

政

記

同

桑
野
町
山
路
九
五

同

田

村

幸

久

同

紺
屋
七
六
―
一

同

森

髙

茂

同

内
原
町
竹
ノ
内
口
一
○
九
―
二

同

鎌

田

富

夫

同

山
下
五
一
―
七

同

前

山

明

正

同

養
松
九

同

岡

花

喜
久
雄

同

桑
野
町
大
谷
六
六

同

松

浦

昭

同

大
地
五

同

田

中

稔

同

内
原
町
竹
ノ
内
口
七
三
―
一

同

成

松

優

一

同

山
下
五
一
―
三

同



谷

利

夫

同


ケ
谷
六
○
―
二

監

事

元

山

眞

樹

元

山

眞

樹

同

桑
野
町
蛭
地
六
三

同

森

敏

彦

森

敏

彦

同

内
原
町
竹
ノ
内
六
○

同

井

口

泰

司

井

口

泰

司

同

山
口
町
末
広
一
一
○
―
一



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

海
部
西
土
地
改
良
区

二

退
任
清
算
人

氏

名

住

所

風
呂
谷

祥

司

海
部
郡
海
陽
町
富
田
字
南
澤
一
○
六

惣

田

清

弘

同

芝
字
居
内
三
三

髙

木

一

夫

同

野
江
字
小
路
一
七

居

敷

良

展

同

中
山
字
北
地
二
二
―
二

歌

泰

一

同

吉
田
字
前
田
九
―
一



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
那
賀
町
長

か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

認
証
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

那
賀
町

二

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

三

成
果
の
名
称

那
賀
町
簗
ノ
上
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
簗
ノ
上
三
地
区
）

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

那
賀
郡
那
賀
町
簗
ノ
上
、
雄
及
び
延
野
の
各
一
部
（
簗
ノ
上
三
地
区
）

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
五
月
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

徳
島
県
駐
車
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
号
）
第
六
条

第
二
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
幸
町
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
額
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

利
用
料
金
の
額

利
用
料
金
の
額

区

分

単
位

金

額

上
限
額

徳
島
県

普
通
自
動

次
の
場
合
を
除
く
場
合

二
十
分

一
〇
〇
円

入
庫
の
時
か
ら

幸
町
駐

車

十
二
時
間
ま
で

車
場

八
月
十
二
日
か
ら
同

駐
車
一
時

一
時
間

無
料

七
○
○
円

月
十
五
日
ま
で
の
期

間
ま
で

間
を
除
く
期
間
の
休

以
後
の
十
二
時

日
の
午
前
十
時
か
ら

駐
車
一
時

二
十
分

一
〇
〇
円

間
ま
で
ご
と

午
後
七
時
ま
で
の
間

間
を
超
え

七
〇
〇
円

に
入
庫
し
た
場
合

る
時
間

備
考１

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
普
通
自
動
車
」
と
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号

）
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
（
長
さ
が
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
高
さ

が
二
・
四
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
幅
が
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊

自
動
車
を
い
う
。

２

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
休
日
」
と
は
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。

３

利
用
時
間
に
こ
の
表
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
時

間
は
、
こ
れ
ら
の
表
に
定
め
る
単
位
の
利
用
時
間
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

二

適
用

令
和
六
年
六
月
一
日
以
後
に
出
庫
す
る
徳
島
県
幸
町
駐
車
場
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
適

用
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

一
般
財
団
法
人

ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
七
番
二
号

二

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
七
番
二
号

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
三
番
二
六
号

変
更
後

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
七
番
二
号

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
三
番
二
六
号

大
阪
市
中
央
区
本
町
二
丁
目
六
番
八
号

三

変
更
す
る
日

令
和
六
年
七
月
一
日



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県

海
域
に
お
け
る
せ
ん
漁
業
（
た
こ
つ
ぼ
漁
業
並
び
に
い
せ
え
び
か
ご
漁
業
及
び
そ
の
類
似
漁
業
を
除
く
。

）
の
操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。
た
だ
し
、
漁
業
権
又
は
入
漁
権
に
基
づ
い
て
操
業
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

岡

本

彰

（
操
業
禁
止
区
域
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
は
、
せ
ん
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一

次
の
ア
及
び
イ
を
結
ん
だ
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
徳
島

県
海
域

ア

北
緯
三
十
四
度
十
四
分
十
五
秒
東
経
百
三
十
四
度
三
十
四
分
十
五
秒
の
点
（
徳
島
県
鳴
門
市
黒

岩
突
端
）

イ

香
川
県
東
か
が
わ
市
翼
山
頂
上

二

次
の
ア
、
イ
及
び
ウ
を
順
次
に
結
ん
だ
二
直
線
と
エ
、
オ
、
カ
及
び
キ
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線

並
び
に
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
徳
島
県
海
域

ア

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
丸
山
埼
西
端

イ

徳
島
県
鳴
門
市
瀬
方
鼻
突
端

ウ

北
緯
三
十
四
度
十
四
分
十
五
秒
東
経
百
三
十
四
度
三
十
四
分
十
五
秒
の
点
（
徳
島
県
鳴
門
市
黒

岩
突
端
）

エ

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
釣
島
鼻
突
端

オ

エ
と
徳
島
県
鳴
門
市
中
瀬
灯
標
中
心
点
と
を
結
ん
だ
直
線
と
カ
と
鳴
門
海
峡
中
瀬
高
ば
え
東
端

と
を
結
ん
だ
直
線
と
の
交
点

カ

キ
と
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
潮
崎
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
上
キ
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
点

キ

徳
島
県
鳴
門
市
大
磯
埼
東
端

三

次
の
ア
、
イ
、
ウ
及
び
エ
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ

た
海
域

ア

徳
島
県
鳴
門
市
大
磯
埼
東
端

イ

ア
と
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
潮
崎
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
上
ア
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

徳
島
県
小
松
島
市
根
井
鼻
東
端

エ

徳
島
県
小
松
島
市
徳
島
小
松
島
港
中
防
波
堤
（
通
称
一
文
字
）
北
端

四

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
及
び
ク
を
順
次
に
結
ん
だ
七
直
線
と
ケ
、
コ
及
び
サ
を
順

次
に
結
ん
だ
二
直
線
並
び
に
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア

徳
島
県
小
松
島
市
徳
島
小
松
島
港
中
防
波
堤
（
通
称
一
文
字
）
南
端

イ

ア
と
徳
島
県
小
松
島
市
旧
和
田
島
飛
行
場
突
堤
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
上
同
突
堤
突
端
か
ら
五

百
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

徳
島
県
小
松
島
市
立
江
川
河
口
左
岸
東
南
端
と
イ
と
を
結
ん
だ
延
長
線
と
徳
島
県
徳
島
市
徳
島

小
松
島
港
津
田
外
防
波
堤
東
端
と
エ
と
を
結
ん
だ
直
線
と
の
交
点

エ

徳
島
県
阿
南
市
三
ツ
石
頂
上

オ

エ
と
徳
島
県
阿
南
市
舟
磯
灯
標
中
心
点
と
を
結
ん
だ
直
線
と
同
市
燕
礁
頂
上
と
カ
と
を
結
ん
だ



直
線
と
の
交
点

カ

徳
島
県
阿
南
市
裸
島
頂
上

キ

カ
と
徳
島
県
阿
南
市
燧
崎
突
端
と
を
結
ん
だ
直
線
と
同
市
野
々
島
東
端
と
ク
と
を
結
ん
だ
直
線

と
の
交
点

ク

徳
島
県
阿
南
市
舞
子
島
通
称
中
崎
ノ
鼻
突
端

ケ

徳
島
県
阿
南
市
舞
子
島
マ
ツ
ガ
シ
ノ
鼻
突
端

コ

ケ
と
徳
島
県
阿
南
市
一
ツ
目
頂
上
と
を
結
ん
だ
直
線
と
サ
と
和
歌
山
県
日
高
郡
美
浜
町
日
ノ
御

埼
灯
台
中
心
点
と
を
結
ん
だ
直
線
と
の
交
点

サ

徳
島
県
阿
南
市
蒲
生
田
岬
灯
台
中
心
点

五

徳
島
県
阿
南
市
伊
島
、
前
島
及
び
棚
子
島
の
周
辺
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
三
千
メ
ー
ト
ル
の
距

離
の
線
以
内
の
海
域

六

徳
島
海
区
の
う
ち
、
徳
島
県
蒲
生
田
岬
と
和
歌
山
県
日
の
御
埼
と
を
結
ぶ
直
線
以
南
の
海
域
（
以

下
「
紀
伊
水
道
沖
合
海
域
」
と
い
う
。
）
の
水
深
三
百
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
海
域

（
操
業
制
限
区
域
）

第
二
条

前
条
の
操
業
禁
止
区
域
以
外
の
区
域
の
う
ち
、
区
画
若
し
く
は
共
同
漁
業
権
の
漁
場
区
域
内
に

お
い
て
は
、
そ
の
漁
業
権
者
の
同
意
を
得
ず
に
せ
ん
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
届
出
等
）

第
三
条

第
一
条
に
規
定
す
る
操
業
禁
止
区
域
以
外
で
せ
ん
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

海
域
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
第
二
項
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
操
業
開
始
予
定
日
の
三
日
前
ま
で

に
、
そ
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
を
経
由
し
て
、
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
操
業
制
限
区
域
に
お
い
て
、
漁
業
権
者
の
同
意
を
得
て
、
せ
ん
漁
業
を

営
む
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

播
磨
灘
海
域
（
徳
島
県
孫
崎
と
兵
庫
県
門
崎
と
を
結
ぶ
直
線
以
北
の
海
域
）

二

紀
伊
水
道
海
域
（
徳
島
県
孫
崎
と
兵
庫
県
門
崎
と
を
結
ぶ
直
線
以
南
で
徳
島
県
蒲
生
田
岬
と
和
歌

山
県
日
の
御
埼
と
を
結
ぶ
直
線
以
北
の
海
域
）

三

紀
伊
水
道
沖
合
海
域

２

届
出
の
際
に
は
次
の
書
類
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

届
出
書
（
様
式
は
別
に
定
め
る
。
）

二

届
出
を
す
る
者
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
長
の
副
申
書
（
様
式
は
別
に
定
め
る
。
）

三

使
用
す
る
船
舶
の
漁
船
登
録
票
の
写
し

３

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
様
式
の
届
出
済
証
を
交
付
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
前
項
の
届
出
済
証
を
携
帯
す
る
と
と
も

に
、
別
に
定
め
る
様
式
の
標
識
を
船
体
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
、
漁
具
の
浮
標
に
氏
名
及

び
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

第
四
条

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

。（
雑
則
）

第
五
条

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
徳
島
海
区
漁



業
調
整
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。



（R6.5.24 委員会指示第３号第３条第２項第１号の様式）

せ ん 漁 業 操 業 届 出 書

令和 年 月 日

徳島海区漁業調整委員会長 殿

住所

氏名

下記によりせん漁業を操業いたしますので、関係書類を添えて提出します。

なお、操業にあたっては他漁業との間で問題が発生しないように努めます。

記

１ 使用する船舶

(1) 漁船登録番号

(2) 船 名

(3) 船舶総トン数

２ 操業海域

３ 操業予定期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

４ 漁業根拠地



（R6.5.24 委員会指示第３号第３条第２項第２号の様式）

副 申 書

令和 年 月 日

徳島海区漁業調整委員会長 殿

住所

○○漁業協同組合

代表理事組合長 印

このたび本漁業協同組合所属の下記の 名が、せん漁業の操業を行うにあたって、他

漁業との間で問題が発生しないように指導いたしますので、よろしくお願いします。

氏名 住所 船名 漁船登録番号 トン数



（R6.5.24 委員会指示第３号第３条第３項の様式）

証第 号

せん漁業届出済証

住所

氏名

１ 使用する船舶

（１）漁船登録番号

（２）船名

（３）船舶総トン数

２ 操業海域

３ 操業期間

４ 漁業根拠地

年 月 日付けで上記の内容を含む届出があったことを証明する。

年 月 日

徳島海区漁業調整委員会長 印



（R6.5.24 委員会指示第３号第３条第４項の様式）

届出によって操業する場合に掲げる標識は次のとおりとする。

徳島せん証第○○号 （たて１０ｃｍ、よこ５０ｃｍ以上）

徳島せん

証第○○号 （たて２０ｃｍ、よこ３０ｃｍ以上）



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
指
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

岡

本

彰

（
操
業
の
禁
止
）

第
一
条

徳
島
県
海
域
に
お
い
て
は
「
い
せ
え
び
か
ご
漁
業
及
び
類
似
漁
業
」
は
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

第
二
条

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

。
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